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地域密着型サービスの市町村域を越えた利用について 

 

 平素は、介護保険事業に格別のご理解・ご協力を賜り、厚くお礼を申し上げま

す。 

 地域密着型サービスは、介護認定を受けた要介護者や要支援者が住み慣れた

地域で生活することを支えるため、市区町村内の支援ニーズに応じて提供され

るサービスであり、市区町村（本件の場合は「安八郡広域連合」となります）が

事業所を指定するものです。このため、安八郡広域連合の被保険者は、安八郡広

域連合管内の地域密着型サービスを利用することを原則としています。しかし、

特別な事情がある場合は、施設所在市区町村長の同意を得た上で指定すること

により、被保険者の利用が可能となる場合があります。 

 つきましては、このたび『指定地域密着型サービス等を行う事業所の指定に係

る同意に必要な手続きを定める要領』を定めましたのでお知らせします。詳細に

ついては、下記のとおりです。 

 

記 

 

・＜11月初旬安八郡広域連合ホームページに掲載予定＞ 

安八郡広域連合ホームページ⇒介護サービス事業者の皆様へ⇒地域密着型

サービスの市町村域を越えた利用について 
※今後変更が生じる場合があります。随時掲載してまいりますのでご確認願います。 

【留意点】 

 個別の事情などが勘案されるため、要件に該当していることのみをもって、利用が認

められるものではありません。 

 他市区町村による同意の手続きや事業所指定手続きには相当の時間が必要となりま

す。なお、手続きを得ないままサービス利用が判明した場合は介護給付費をしません。 
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